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第 1章  試 験の目的

カラーファクシミリについては、国際電気通信連合 (ITU)に おいて標準化が進め

られ、関連の勧告が承認されている。

1996年 10月 にファクシミリのカラー拡張は勧告化された。

この機能は、 1997年 4月 及び 1999年 4月 にTTC標 準として制定された。
この機能をいち早くユーザに提供するために,相 異なるメーカ間での相互接続性を確

認し,ユ ーザの利便を図ることを目的とする。

本実施要領は、上記の状況の中で、各メーカの製造する製品間での必要最低限の相互

接続性を確保するために実施すべき相互接続試験の内容 ・手順等について規定するも

のである。

第 2章  試 験の対象

2.1 試 験の対象となる端末 ・システム

試験の対象となる端末は,TTC標 準 JT― T30/JT― T4/」 T― T42,I

TU― T勧 告 T.81を 満たすように作 られたカラーファクシミリである。
2.2 試 験に利用する網

公衆通信回線を利用する。

第 3章  本 資料が試験対象とする標準の範囲

本相互接続試験が確認する勧告 ・標準の範囲は、次の通りとする。

TTC標 準  」 T― T30/JT― T4の うち、カラーファクシミリに関係

する部分。

TTC標 準  」 T― T42。

ITU― T勧 告 T.81。

第 4章  事 前確認事項

4.1 試 験対象以外に準備すべき標準の範囲

試験として、試験対象以外に準備すべき標準は特に定めない。

4.2 事 前確認事項

相互接続試験を円滑に実施可能とするために、相互接続試験の参加希望社は、事前に

充分な試験を完了しているものとする。

事前試験としては、相互接続試験を行う機器の使用環境を整えた上で、
。関連する勧告、標準に基づくプロトコルの検証試験
。システム全体の機能確認試験
。相互接続試験を行うのに充分なシステムとしての信頼性の確認試験

等が完全に実施されるものとする。

事前の充分な確認試験が実施されたか否かについては、実施者自身の責任に基づく判

定によるものとする。

第 5章  試 験項目

5.1 試 験条件
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1)原 稿

ITU― T勧 告 No.6 カ ラーチャー トの両端を切りA4幅 にしたもの。

(ITU― T勧 告 T23 Test Chart No.6-4‐Color Printing Facsimile Test

Chart 4CP01)

なお、原稿に送信会社名を明記する。

2)回 線

公衆通信回線を利用する。

3)装 置の設定

3‐1)送 信側の設定

【選択】

(1)ライン数の指定

(a):  SOFOマ ーカー (のYパ ラメータ)で 指定。

(b):  DNLマ ーカー (のNLパ ラメータ)で 指定。

(2)カラーモード

(a):  カ フー。

6):  グ レースケール。

(3)リスタートマーカー

(a):  送 信しない。

6):  送 信する。

(設定 1)DNL使 用、カラー、リスター トマーカ無し:(1)(b),(D(a),(3)(D

(設定2)DNL不 使用、カラー、リスタートマーカ無し:(1)(a),(D(a),(3)(D

(設定 3)DNL使 用、カラー、リスタートマーカあり:(1)6),(2)(D,(3)6)

(設定4)DNL使 用、グレースケール、リスタートマーカ無し:   (1)(b),(2)6),(3)(D

【共通】

(4)符号化モード:」PEGベ ースライン

(5)照明光 :        D50

(6)色再現域 :      TTC標 準」TT42の デフォルトの領域。

(7)サブサンプリング:  4:1:1

(8)解像度 :              200 dpi

(注) G3FAX識 別子 とともに APPlマ ーカーに記述する。

DCSで 指定 した値 とあわせる。

(の画像幅 :        1728p破 el

(設定 1)の条件での送信ができること。

3‐2)受 信側の対応

送信側の設定(の～(のは固定とする。

(設定 1)の条件での受信ができること。

(設定 2、 3、 4)は、受信できることが望ましい。

(注)上 記項 3‐1)送 信側の設定 【選択】(1)(2)(3)のすべての組み合わせは、許

容されている。

5.2 試 験項目

1)G3フ ァクシミリのための連続階調カラー伝送手順

TTC標 準 」T― T30      (ITU‐ T勧 告 ■30)
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2)フ ァクシミリのための連続階調カラー表現方式

TTC標 準 」T― T4       (ITu‐ T勧 告 ■4)

3)フ ァクシミリのための連続階調カラー表現方式

TTC標 準 JT― T42      (ITu‐ T勧 告 T42)

4)画 像圧縮 ・伸長 (」PEG)

(ITU‐T勧 告 T81)

5.3 試 験方法

1)双 方から送信を 1通信ずつ行う。

A4 1ペ ージの送信

(200dpi× 200dpi or 8pe1/mm× 7.71ineノmm)

5.4 合 否判定

(設定 1)で のA4カ ラー原稿 1ペ ージの送受信ができること。

送信側は必要な画像を最後まで送信し、手順も正常に終了すること。

受信側は手順を正常に終了し、画像も正常に出力すること。

通信スピー ド、通信時間、PPR(ECMの 再送信)発 生頻度は問わない。

受信画像の色が送信原稿と極端に違っていないこと。

結果は、表 1“ カラーファクシミリ相互接続試験のチェックシー ト及び連絡票
"に

記

入する。

第 6章  試 験の手順

試験は、下記の手順に従い実施することを原則とする。

1)取 りまとめ会社は、事前に参加会社の担当者及び連絡先及び試験 日時と交信相手

を明記した表 2を 明確にして、参加各社に連絡する。

2)責 任会社 (表2の 取組表にアンダーラインの付いている会社)は 、少なくとも試験

開始 30分 前までに、非責任会社に確認の電話連絡を取る。この時に試験のFAX

番号と連絡用の電話番号を連絡し詳細事項の取り決めを行う。

3)非 責任会社は試験終了後に試験結果を確認し、責任会社となっている会社に報告を

行う。

この時に試験結果に特記すべき事項がある時には、その内容も伝える。

4)責 任会社が試験結果をまとめて表 1“カラーファクシミリ相互接続試験のチェック

シー ト及び連絡票
"を

作成する。

各試験終了後 2日 までに取りまとめ会社に結果表を送付する。

第 7章  結 果の報告

1)取 りまとめ会社は、各社の結果票が揃ったら、結果を取りまとめてファクシミリ相

互接続試験実施連絡会に提出する。

第 8章  試 験の組み合わせ

試験は3社 以上の総当たりで行う。

2回 日以後の試験はカラーファクシミリ相互接続試験を終了し、結果良好が確認されて

いる会社 2社 以上と、相互接続試験を行う。

そのときの取りまとめ会社、責任会社、非責任会社は、当事者同士で決定する。

試験手順及び報告は、上記第 5章 、第 6章 、第 7章 に準ずる。

以上
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カラーファクシミリ相互接続試験のチェックシー ト及び連絡票        (表 1)

報告会社名

1.試 験日       月    日  ( )     :   ～    :

2.試 験結果

2.1 カ ラーファクシミリ通信 (送信)

1)       一 >

2.2 カ ラーファクシミリ通信 (受信)

2)_______ゴ ー~>

○

×

○

×

OK

NG

能力無 し

OK

NG

能力無 し

A 4  1枚 送信

時 ド
(獅 … )

護 N o 備   考

1

，

“

3

4

A 4  1教 受信

時 ド
(獅 ¨ )

護 N o 備   考

1

９

“

3

4

3.ま とめ
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カラーファクシミリ相互接続試験 日

注 1:試 験開始時間   ① 午前 10:00  ② 午後 2:00

注 2:____(下 線)は 接続試験において、自社が先手 (責任会社)と なる相手先を示す。

尚、責任会社は試験開始にあたって、始めに電話連絡を行い、結果の連絡を幹事まで行う。

( 表2 )

年  月   日

月 日

( )

月 日

( )

月 日

( )

月 日

()

月  日

( )

① ② ① ② ① 予備 琳 日 予備 日

A Ｂ
一

C Ｄ
一

E

B A Ｃ
一

D Ｅ
一

C E Ａ
一

B Ｄ
一

D Ｅ
一

A Ｂ
一

C

E Ｃ

一
D Ａ

一
B

F

G
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